
【参考１】

経過措置（平成30年１月１日（法人は平成29年４月１日）以降の譲渡）の概要

①個人の場合

②法人の場合

農業委員会

への申出

28.12.1

農業委員会への申出

29.12.31 30.12.31 31.12.31 32.12.31

農地を譲渡

農地を取得

農地を譲渡した年の

翌年の取得も認めら

れる

28.12.1 31.3.31

農地を譲渡

農地を譲渡した事業年

度終了の日の翌日から

１年を経過する日まで

の取得も認められる

29.3.31 30.3.31

農地を取得


